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「学部教育の総合的改革に関する実施方針」の公表に当たって 

 

東京大学総長 

濱田 純一  

 

このたび東京大学では、役員会において、「学部教育の総合的改革に関する実施方針」を

決定しました。これは、本年６月に役員会に提出された、「入学時期等の教育基本問題に関す

る検討会議」答申の趣旨を踏まえて行われた機関決定です。今後、この実施方針に則り、平

成２７年度末までの実行を目途に、「学部教育の総合的改革に係るアクションリスト」の実施、

全学部での４ターム制の導入、秋季入学の拡充と推進、「部局別改革プラン」の策定と実施、

中期計画の変更及び策定等の取組みを逐次進めてまいります。 

先般、私は、「入学時期等の教育基本問題に関する検討会議答申を受けて」と題する総長

所信（平成２５年６月１８日付）を出しました。そこでも述べているように、学部教育の在り方につ

いて、全学的にこれほどまでに深く議論が行われ、かつ全学的に取り組む意識と態勢が整っ

たことは、東京大学の長い歴史において画期をなすものです。この意義ある改革を迅速かつ

確実に実行し、グローバル化の時代に真正面から応えるべく大学の教育力を抜本的に強化

するため、新設した臨時教育改革本部の本部長として、私も全学の構成員とともに全力を尽く

していく所存です。 

 東京大学が進めようとしている改革には、他大学や産業界との連携を図りつつ、社会システ

ムの改革と同期・協調していくことが求められるものも少なくありません。自主的・自律的な教育

改革を通じて社会の負託に力強く応えていく決意である旨、改めて申し上げるとともに、引き

続き、本学の教育研究活動と日本の高等教育のさらなる飛躍のため、各界の幅広い御理解と

御協力をお願いいたします。 




